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新型コロナワクチン接種のお知らせ 新型コロナワクチン接種状況
（２回目終了者）

１/18 時点　
　 65 歳以上    8,480 人（約 93％）
 　64 歳以下  12,631 人（約 85％）
   　全　体     21,111 人（約 88％）

追加接種（3 回目）について

ワクチンの集団接種会場までの送迎バス
（２月、３月の冬期間）

　集団接種は土曜・日曜に実施されるため、会場までの無料送迎バスを運行し
ます。バスを利用したい方で指定された接種時間では都合の悪い方は、接種時
間を変更してご対応ください。
　幕別路線・札内路線の時刻表は、接種券と一緒に発送しますのでご確認ください。
　忠類地区では、送迎バスの運行はありません。

電子申請
スマートフォンとマイナンバーカードを使って申
請できます。役場に来庁する必要はありません。

窓口申請
新型コロナワクチン相談コーナーで申請をしてください。（申請書は窓口にあります。）

【持ち物】本人確認書類、接種済証または接種記録書、《海外用のみ》パスポート

接種券の発送
　新型コロナワクチンの追加接種（３回目）の対象者は、2 回目接種から
一定期間を経過した方です。対象者には、順次接種券を発送しています。
※①に該当する方は、接種券を早めに発行しますのでご連絡ください。

① 2 回目接種から６カ月経過後に追加接種できる方　
　・医療従事者　・高齢者施設などの入所者および従事者
　・通所サービス事業所の利用者および従事者
　・病院および有床診療所の入院患者
② 2 回目接種から 7 カ月経過後に追加接種できる方　
　・高齢者（65 歳以上の方）　※ 65 歳以上の方とは、昭和 32 年 4 月
１日以前に生まれた方です。
③ 2 回目接種から 8 カ月経過後に追加接種できる方　
　（国のワクチン供給量によっては前倒しする可能性がありますが、接種の優先順位通り進めていきます。）
　・①②以外の方

キャンセル・変更を希望する方
　ワクチンを接種するか、どこの会場で受けるかなどは、ご自身の希望で選べますが、混雑を緩和するため、
2 回目の接種を町内医療機関・施設で行った 65 歳以上の方には、日時や会場をあらかじめ指定し、ご案内
しています。
　都合の合わない方は、お手数ですが新型コロナワクチン相談コーナーまで連絡をお願いします。変更する
方は、下記「追加接種（３回目）の日程」をご覧ください。接種を希望しない方も必ずご連絡ください。

転入した方
　２回目接種を転入前に終わらせた方で追加接種（３回目）を希望する方は、町に申請が必要です。詳し
くはお問い合わせいただくか、町ホームページで手続きを確認してください。

会　　場 日にち 時　　間

保健福祉センター
（新町 122-1）

2 月 5 日（土）、12 日（土）、26 日（土）
3 月 12 日（土）、26 日（土） 14：00 ～ 16：30

2 月 6 日（日） 10：00 ～ 16：00

札内コミュニティプラザ
（札内青葉町 311-11）

2 月 19 日（土）、3 月 5 日（土） 14：00 ～ 16：30

2 月 13 日（日）、20 日（日）、27 日（日） 10：00 ～ 16：00

3 月 6 日（日）、13 日（日）、20 日（日）、
27 日（日）  ９：00 ～ 16：00

ふれあいセンター福寿
（忠類白銀町 384-10）

2 月 26 日（土） 10：00 ～ 16：00

3 月 19 日（土） 14：00 ～ 16：30

会　　場 曜　　日 時　　間

緑町クリニック
（緑町 21-55） 月～土 平日 10：00 ～ 10：30、14：00 ～ 15：30

土曜 10：00 ～ 10：30

十勝の杜病院
（字千住 193-4） 木、金、土 平日 9：00 ～ 11：00、13：30 ～ 15：30

土曜 9：00 ～ 11：00、13：30 ～ 15：30 ※（※土曜午後は隔週で実施）

おち小児科医院
（札内新北町 4-1） 月、火、水、金、土 平日８：45 ～ 11：45、15：00 ～ 17：15

土曜 9：00 ～ 11：45

忠類診療所
（忠類幸町 11-1） 月～金 詳しくは下記までお問い合わせください。

　ふれあいセンター福寿（☎ 01558-8-2910）

接種証明書（日本国内用・海外用）

　接種証明書は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明す
るものとして、接種を受けた方からの申請に基づき交付するものです。接種の際にお渡ししている接種済証や
接種記録書も、日本国内では証明として利用できます。

追加接種

（３回目）の

日程
集団接種（武田 /モデルナ社製ワクチン）

個別接種（ファイザー社製ワクチン）

【用意するもの】
スマートフォン
　・マイナンバーカードを読み取れる端末
　　（NFC Type B 対応端末）

　・iOS 13.7 以上　・Android OS 8.0 以上
その他
　・マイナンバーカードと４桁の暗証番号
　　（カードの受取時に設定した券面入力補助用の暗証番号）

　・《海外用のみ》パスポート

新型コロナワクチン接種証明書アプリ
・令和３年 12 月 20 日から App Store および Google 

Play で公開されています。
・日本政府公式のアプリです。
・日本国内用、海外用の接種証明書アプリで発行できま

す。

・ダウンロード

・アプリの情報はデジタル庁ウェブサイトから
https://www.digital.go.jp/policies/posts/
vaccinecert

App Stpre （iOS） Google Play （Android）

牛乳飲んで、酪農家を応援しよう！

　新型コロナウイルスの長期的な影響で、牛乳乳製品の消費が回復していません。
　牛は毎日搾乳しないと病気や体調を崩すため、酪農家は毎日生乳を出荷し続けています。
　牛乳を普段より、もう１杯、もう１本多く飲んで、北海道の酪農家を支えましょう。

▶応募期間　２月１日㊋～３月31日㊍
　※窓口は午前８時45分から午後５時30分までの開庁日
▶応募できる牛乳パック

①１ℓの牛乳パック（５枚１口）　
②賞味期限、消費期限が令和４年１月１日以降
③種類別表示が「牛乳（成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪

牛乳）」または「加工乳」
▶景品の抽選
　当選発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。
　 町内在住の方
　 農林課、札内支所、忠類総合支所経済建設課
　 主催：ゆとりみらい21推進協議会
　 農林課畜産係（☎ 54-6605）

応募方法
①牛乳を５本飲んで酪農家を応援しよう！
②牛乳贈答券をもらおう！

牛乳パックを広げて洗浄・乾燥させ、５枚１口として
農林課、札内支所、忠類総合支所経済建設課に持参し、
その場で牛乳贈答券を１枚もらう（先着1,000人）。

③応募用紙を記入しよう！
窓口に備え付けの応募用紙に住所、氏名、生年月日、電
話番号を記入する。

④抽選で景品が当たる!?
後日、抽選で乳製品セット、牛乳贈答券10枚が各10人
に当たる。

個別接種の注意点
★医療機関へ直接問い合わ

せをすることはできませ
ん。

★受付時間は変更する可能
性があります。

★ワクチンの供給量が不足
した場合、お待ちいただ
くことがあります。

平日　午前９時～午後５時

○電話での
　相談・予約・問い合わせ

0155-54-6615
○窓口
・幕別町役場１階

本町 130番地 1

・札内支所
札内青葉町 311番地 11

・忠類ふれあいセンター福寿
忠類白銀町 384番地 10

新型コロナワクチン
相談コーナー
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子宮頸がん検診　無料クーポン券
▶対象　今年度 20歳・24歳 になる 女性
▶期限　３月31日まで

指定の医療機関にて、
ご都合に合わせて受診できます。

がん検診クーポン券は、検診のきっかけ作りのために
送付しています。他市町村からの受診者もおり、混み合
うため、余裕をもって受診してください。来年度は検診
料金の補助がないため、自己負担での受診になります。

町内医療機関や職場の健診でも利用可能！
風疹予防接種は一部世代の男性が公的に受けられてお
らず、抗体保有率がほかの世代と比べて低くなってい
ます。
身近に妊婦や乳幼児、抵抗力の低い高齢者がいる方は、
特に検査を受ける必要があります。

※クーポン券をなくした場合は、再発行しますので受診前にご連絡ください。
保健課健康推進係（☎ 54-3811  kenkou@town.makubetsu.lg.jp） メールはこちら

　今年度各対象の方に送付している無料クーポンの利用期限が迫っています。受診方法は、クーポン券に同封されてい
る説明書をご確認ください。　

クーポン券を活用して検査を受けてください

乳がん検診　無料クーポン券
▶対象　今年度 40歳 になる 女性
▶期限　３月31日まで

風疹抗体価検査　無料クーポン券　
▶対象　昭和37年４月２日
　　　　～昭和54年４月１日生まれの 男性
▶期限　２月28日まで
※抗体価が少ないと判断された方は、風疹ワクチン接種も無料と

なります。
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令和４年幕別町成人式

二十歳　人生の門出に立つ

▲司会を務めた井川力也さん、島勝
優さん ▲町民憲章を朗読した河合一樹さん、青木ひとみさん

▲新成人を代表し、答辞を述べた成人式実行委員長の藤原知紀さん▲記念品を受領した武田果倫さん、田中公也さん
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オンライン応援
開 催 決 定

　オンライン会議システム「ＺＯＯＭ」を利用

したパブリック・ビューイングを開催します。

町民のみなさんの熱い思いを髙木菜那、髙木美

帆両選手に届けましょう。

　参加方法は町ＨＰでご確認ください。

開催日　２月７日（月）1500 ｍ

15 日（火）チームパシュート

17 日（木）1000 ｍ

教育委員会生涯学習課社会体育係
（☎ 54-2006）

  期限迫る！
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12/23 忠類中学校
津軽三味線の演奏を体験

　忠類中学校で和楽器体験授業が行われました。講師
である「つがる三味線石黒会」会主の石黒みゆきさんの
指導のもと、生徒らは津軽三味線のバチの持ち方や音
の出し方を教わりました。
　授業の最後には、石黒さんによる津軽民謡の披露もあ
り、日本固有の音楽に触れる貴重な体験となりました。

MAKUBETSU

 

TOWN

 

NEWS

まちの
わだい

瑞宝双光章を受章　松本茂敏さん、笠松信一さん

　令和３年秋の叙勲において瑞宝双光章を受章した松
本茂敏さん（郵政事業）と笠松信一さん（教育）が、報告
のため来庁しました。
　松本さんは、長年にわたる行政相談委員としての活動
も認められ、令和３年度総務大臣表彰も受賞したことを
併せて報告。笠松さんは、十勝管内の学校で教壇に立ち
幕別小学校の校長として勤務した後、平成12年に退職。
不登校の子どもたちの見守りに尽力してこられました。
　また、市川徹さんが全国スポーツ推進委員連合から
勤続30年の感謝状を受けました。平成３年から幕別町
スポーツ推進委員としてパークゴルフなどの普及に奔
走し、平成18年からは委員長を務めています。

１/13 野坂フミさん（大正11年１月10日生）
100歳おめでとうございます！

　入所中の特別養護老人ホーム札内寮でお祝いのセレ
モニーが行われました。
　毎日趣味の編み物をしているという野坂さん。遠方
に住む娘さんから贈られた白いちゃんちゃんこと、自
分で編んだ若葉色のセーターを身に着け、すてきな装
いでした。いつまでもお元気でいてくださいね。

1/12 札内サンダーズ（ミニバスケット）
全道大会で「１勝目指す！」

　第47回北海道ミニバスケットボール大会（１月13日～
16日）に出場した札内サンダーズ。大会前に教育委員会を
訪れ、「まずは１勝を目指します！」と抱負を語りました。
　結果は、１回戦目を現チームで２度の苦杯を喫した相
手・札幌白石に勝利し２回戦進出。全力で闘いました。

前列左から髙橋歩夢さん（札内南小６年）、熊谷理
り と

人さん（啓北
小６年）、伊藤有

あ る と

翔さん（札内南小５年）。後列左から中野蒼汰さ
ん（同５年）、山下大地さん（同）、平井良典さん（白人小５年）。

12/20 赤石泰雅さん（札内東中３年）
世界で個人２位・シンクロ３位！

　アゼルバイジャンで開催された第28回世界年齢別ト
ランポリン競技大会に出場した赤石泰雅さん。個人で２
位、シンクロで３位という輝かしい成績を収めました。
　新しい技を取り入れるなど、今までで一番難しい構
成で挑戦し、「慣れない土地で自分の演技をできたのは
いい経験」と振り返りました。

全国スポーツ推進委員連合から感謝状　市川徹さん

▲ 左から笠松信一さん、飯田町長、松本茂敏さん

市川徹さん

▶

低所得の世帯対象
※すでに給付金を受給している場合は、申請できません。

◆対象者　次の①から③のいずれかに該当する方
ひとり親世帯以外の子育て世帯分の給付金がすでに支
給されている場合は、対象外です。

①令和３年４月分の児童扶養手当受給者
※対象者にはすでに支給済みです。

②公的年金等を受給していることにより、令和３年４月
分の児童扶養手当の支給を受けていない方

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変
するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同
じ水準となっている方

◆支給額　児童１人当たり一律５万円
◆申請方法　

申請者の世帯の状況によって、必要な申請書および添
付書類が異なりますので、申請前にこども課こども支
援係までご連絡ください。

◆支給時期　
申請内容を確認後、北海道から指定口座に可能な限り
速やかに振り込まれます。

ひとり親世帯 ◆対象者　次の①、②の両方に該当する方
ひとり親世帯分の給付金がすでに支給されている場
合は、対象外です。

①令和３年３月 31 日時点で 18 歳未満（障害児の場合は
20 歳未満）の児童を養育する父母等

　※令和４年２月末までに生まれた新生児も対象になります。
②令和３年度住民税（均等割）が非課税の世帯または令和３

年１月１日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影
響を受けて急変し、住民税非課税相当の収入となった世帯

◆支給額　児童１人当たり一律５万円
◆申請方法　

申請者の世帯の状況によって、必要な申請書および添
付書類が異なりますので、申請前にこども課こども支
援係までご連絡ください。
※対象者のうち、令和３年４月分以降の児童手当（公務員を除く）

または特別児童扶養手当を受給していて、令和３年度の住民
税（均等割）が非課税の方は、申請不要で受給できます。

◆支給時期　
申請内容を確認後、幕別町から指定口座に可能な限り
速やかに振り込みます。申請不要の対象者には、随時
振り込みます。

子育て世帯生活支援特別給付金

https://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/news/2021-0628-1356-47.html
こども課こども支援係（☎ 54-6621）

最終周知

公務員の方、高校生を養育している方は申請が必要です。

令和３年度子育て世帯臨時特別給付金
　一定以上の所得がある世帯を除き、０歳から高校３年生（高校在学の有無は問いません）までの児童を養育する保
護者に対して、児童１人当たり 10 万円を現金で一括給付します。
※申請が不要な方には、令和３年 12 月 28 日に中学生以下の児童分の給付金を支給済みです。

◆対象者　次の①、②の両方に該当する方
①平成 15 年４月２日から令和４年３月 31 日までに生ま

れた児童の保護者
②保護者の令和２年中の所得額が、児童手当（本則給付）

支給限度額以内であること
※特例給付（児童１人当たり月額５千円）の場合は対象外です。

◆支給額　児童１人当たり一律 10 万円
◆申請方法
○申請が必要な方（申請先は、原則、保護者が令和３年

９月 30 日時点で住所のある市区町村です。）　　　
・所属庁から児童手当が支給されている公務員の方

※公務員ではない方でも、所属庁から児童手当が支給されてい
る場合は申請が必要です。

・高校生（平成 15 年４月２日から平成 18 年４月１日生
まれ）の保護者
※高校生が婚姻している場合は対象外です。
※すでに中学生以下の児童分の給付金を【申請不要】で受給し

ている場合でも、高校生分については申請が必要です。

○申請が不要な方
①幕別町から令和３年９月分の児童手当が支給された方
②令和３年９月１日以降に生まれた児童の保護者で、そ

の児童分の児童手当が幕別町で認定された方
※①、②のうち、令和３年 10 月 31 日までに出生した児童分は、

令和３年 12 月 28 日に支給済みです。
※②のうち、令和３年 11 月１日から令和４年３月 31 日までに

出生した新生児分は、申請不要で受給できます。随時、お知
らせをお送りしますのでお待ちください。

※令和３年度の児童手当現況届を未提出の方は、現況届提出後
に児童手当（本則給付）受給者と認定された場合、申請不要
で受給できます。

◆申請期限　３月 31 日㊍
　（ただし、新生児の場合は４月 14 日㊍）
◆申請場所

こども課こども支援係、札内支所、忠類総合支所地域
振興課、ふれあいセンター福寿、糠内出張所
https://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/news/2021-1215-1908-47.html
こども課こども支援係（☎ 54-6621）

ひとり親世帯以外の子育て世帯

◆申請が必要と思われる方には、すでに案内をお送りしていますが、対象となる方で案内が届いていない方は、お
問い合わせください。次の場合は、案内が届かない可能性があります。

・保護者が公務員で、養育している児童が幕別町外に住民票がある場合。   ・令和３年９月以降に離婚などにより保護者の変更があった場合。
・保護者が公務員ではない方で、養育している高校生の住民票が幕別町外にある場合。

◆申請期限　２月 28 日㊊
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◆「ゼロカーボン行動　十勝宣言」を行いました！
　近年、地球規模で異常気象による災害が頻発す
るなど気候変動の影響が顕著化しています。こう
した中、2016年のパリ協定を皮切りに地球温暖化
対策が世界での急務となっており、日本では2050
年カーボンニュートラルの実現を目標に掲げま
した。北海道でも「ゼロカーボン北海道」の実現を
目指し、取り組みを強化しています。
　そこで、温室効果ガスの吸収源である森林が豊
富であり、日照時間が長く太陽光発電に適してい
るなど、「ゼロカーボン北海道」に向けて高いポテ
ンシャルを有する十勝が全道のトップランナー
となるべく、十勝総合振興局をはじめ、十勝管内
19市町村など22団体・機関で「ゼロカーボン行動
　十勝宣言」を行いました。
　これは、個人や事業所が日常活動を見つめ直し、
一人ひとりができることを行動に移し、その取り
組みの輪を広げることで地域全体の機運を醸成
することを目的とした十勝の官民一体となった
取り組みです。幕別町も発起人団体として取り組
んでいきますので、町内の企業・団体や町民のみ
なさんも、ぜひ一緒に取り組みをお願いします。

　

テーマ

長時間にわたる停電に備えよう！

停電に備える
防災環境課

防災危機管理係
（☎ 54-6601）

▶ＬＩＮＥ
ＱＲコードを読み込み、「友だちに追
加」でご登録ください。

◆◇幕別町防災公式アカウント◇◆

ＩＤ検索はコチラ⇒⇒⇒＠makubetsu

　令和３年 12 月１日から２日にかけての暴風による影響で、十勝管内
で長時間にわたる停電が発生しました。全面復旧に約 30 時間を要し、
平成 30 年９月に発生したブラックアウト以来の大規模な停電となりました。幕別町でも、最大約 320 戸の住宅
で停電となり、３カ所の自主避難所を開設しました。このような場合に備えて、普段からどのような対策をす
れば良いのか確認しておきましょう。

◆冬の停電では防寒対策が重要
　停電が長時間にわたると生活にさまざまな影響が
出てきます。情報収集や食事、トイレなど生活に欠
かせないものの対策をご紹介します。　

◆長時間にわたる停電への備え

　北海道電力ネットワーク株式会社では、停電情報
をＬＩＮＥで配信しています。
　停電情報を受け取りたい地域を登録すると、停電
発生・解消情報が送られてきます。地域は最大４カ
所まで登録できますので、ご家族がお住まいの地域
の情報も受け取ることができます。

北海道電力ネットワーク株式会社帯広支店
お客さまサービスグループ（☎ 0120-060-732）
※平日午前９時～午後５時

＜ご案内＞停電情報をＬＩＮＥで確認できます

　 お友だち追加は
こちらから

▶防災情報メール
ＱＲコードから、または下記アドレス
へ空メールを送信し、ご登録ください。

touroku.makubetsu-town@raiden.ktaiwork.jp

　幕別町は、厳冬期になると日中の最高気温が氷点
下となることも多く、非常に寒さの厳しい地域です。
状況によっては、低体温症のように命に関わる場合
もあるため、冬の停電に備えて、暖を取る方法を確
保しておくことが重要です。

１. 情報収集・連絡手段の確保
◇携帯電話・スマートフォンの充電

➡モバイルバッテリーや車で充電することができる
機器を用意しておくと有効。

２. 調理器具の確保
◇カセットコンロ

➡自宅に備え付けの調理器具（ＩＨクッキングヒー
ター）が使用できない場合、カセットコンロで食
材の調理やお湯を確保することが可能。

３. トイレの対策
◇非常用トイレ・携帯トイレ

➡断水したときでも水を使わずに処理することが可能。
◇お風呂の残り湯

➡一般的なトイレは停電時でも断水していなければ
流すことができるが、断水した場合に備えてお風
呂の残り湯を捨てずに取っておくことも有効。

４. 自動車の対策
◇燃料が半分減ったら給油

➡停電時でも、車内で暖房やラジオ、テレビを使用
することができるため、こまめな給油を心掛ける。

➡給電機能のある電気自動車やハイブリッド車は、
電化製品を使うことが可能。

５. その他の対策
◇発電機（室内では使用不可）

➡燃料を使用するため、携行缶やポリタンクでの備
蓄が必要。

➡パソコンなどの精密機器を使用する場合は、イン
バーター式にする必要がある。

◇ポータブル電源
➡事前に充電しておく必要がある。電気を使い切っ

た場合は充電が必要。

１. 停電時でも使える暖房器具の例
◇ポータブル石油ストーブ

➡マッチや電池で点火ができ、
　運転時に電気を必要としない。

◇カセットガスストーブ
➡入手しやすいカセットボンベ
　で使用可能。

・灯油やカセットボンベの備蓄が必要。
・一酸化炭素中毒を防ぐため、こまめな換気が必要。
・カセットガスは低温になると使用できない場合

がある。
２. その他の防寒グッズの例
◇使い捨てカイロ　◇毛布
◇湯たんぽ　　　　◇防寒シート

注 

意

小さな積み重ねを
大きな効果にしていこう！

飲酒運転根絶！交通安全パネル展を開催します！
　北海道では、多くの方が飲酒運転の車両に巻き込まれて命を落としていま
す。飲酒運転は自分の人生だけでなく第三者の人生までも終わらせてしまう
大変危険な行為です。実際に、日本で起こった飲酒運転による死亡事故の約３
割は第三者を死亡させています。
　パネル展では、実際に起きた事故の現場写真や、飲酒運転の根絶を呼び掛け
るパネルなどを展示します。反射材などの交通安全グッズも配布しますので、
ぜひ一度お越しください。
▶日程

会　場 期　間
忠類コミュニティーセンター（ロビー） ２月１日㊋～14日㊊
役場（ロビー） ２月16日㊌～３月２日㊌
札内コミュニティプラザ（ギャラリー） ３月７日㊊～22日㊋　

▶時間　午前８時45分～午後５時30分　※各会場、最終日は正午まで
防災環境課交通防犯係（☎ 54-6601）

◆平成26年７月13日（小樽市）
飲酒ひき逃げ事故により、海水浴
帰りの３人の女性が死亡、１人が
重傷を負った。
北海道では、このような事故が二
度と起こらないように７月13日を
飲酒運転根絶の日として定めてい
ます。
◆平成27年６月６日（砂川市）
一家５人が乗る軽自動車に飲酒運
転の暴走車両が信号無視をして衝
突。一家５人のうち４人が死亡、１
人が重傷を負った。

こんな事故は繰り返さない！

▶地球を守る。未来を守る。そのために今できることを。

×
幕別町

ゼロカーボン行動
十勝宣言

環 境 ナ ビ 防災環境課
地域環境係

（☎ 54-6601）

▼ 縦バージョン

▼ 横バージョン

《ロゴマーク》

「誰もが、今すぐ取り組むことができる日常のゼロカーボン行動」
～千里の道も一歩から～

一　省エネの取組を進めます
　・休み時間や使用しない場所の消灯など照明時間の短縮
　・パソコン等事務機器の省電力機能（電源オフ、スリープモード）の活用
　・冷暖房の設定温度や稼働時間の適切な管理
　・気候、室温に合わせた服装（ナチュラルビズスタイル）の励行　など
一　省資源の取組を進めます
　・資料の電子化、共有化によるペーパーレス化
　・トイレ、給湯室などの節水による水使用量の削減
　・マイバッグ、マイボトル、マイ箸の使用などプラスチック製品の削減
　・食べきれる量の食事注文や食品保存の工夫による食品ロスの削減
　・ごみの適正分別による資源ごみの再生利用の徹底　など

一　環境負荷を減らす行動を徹底します
　・徒歩、自転車、公共交通機関での移動によるマイカー利用の抑制
　・エコドライブ（急発進の抑制、定速走行、アイドリングストップ）の促進
　・テレワークやオンライン会議の活用などによる移動機会の低減　など
一　（施設・車輌等の更新の際）エネルギーの効率化を進めます
　・再生可能エネルギーの積極的な活用を検討
　・次世代自動車やエネルギー効率の高い建物への転換を検討　など

一　環境保全活動に積極的に参画します
　・清掃活動や植林運動など地域の地球温暖化防止活動への参加・協力　など


